
柏 崎 市 議 会 予 算 決 算 常 任 委 員 会 運 営 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 議 会 委 員 会 条 例 （ 平 成 ３ 年 条 例 第

２ ９ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 及 び 新 潟 県 柏 崎 市 議 会 会 議 規 則 （ 昭

和 ４ ２ 年 議 会 規 則 第 １ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め が あ る も の

の ほ か 、 予 算 決 算 常 任 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） の 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 分 科 会 の 設 置 等 ）  

第 ２ 条  規 則 第 １ ０ ２ 条 の 規 定 に よ り 、 委 員 会 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 分

科 会 を 置 き 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 部 局 の 予 算 及 び 決 算（ 施 策・

事 務 事 業 評 価 を 含 む 。） に 関 す る 事 項 を 担 当 さ せ る も の と す る 。  

 ⑴  総 務 分 科 会  総 務 常 任 委 員 会 の 所 管 す る 部 局  

 ⑵  文 教 厚 生 分 科 会  文 教 厚 生 常 任 委 員 会 の 所 管 す る 部 局  

 ⑶  産 業 建 設 分 科 会  産 業 建 設 常 任 委 員 会 の 所 管 す る 部 局  

２  委 員 会 の 委 員 は 、 当 該 委 員 が 所 属 す る 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 か

ら 第 ３ 号 ま で に 規 定 す る 常 任 委 員 会 に 対 応 す る 分 科 会 に 、 そ れ ぞ れ

所 属 す る も の と す る 。  

３  分 科 会 に 分 科 会 長 及 び 副 分 科 会 長 を 置 き 、 そ れ ぞ れ 当 該 分 科 会 に

対 応 す る 常 任 委 員 会 の 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を も っ て 充 て る 。  

４  分 科 会 は 、 分 科 会 長 が 招 集 す る 。  

５  分 科 会 長 は 、 分 科 会 の 議 事 を 整 理 し 、 秩 序 を 保 持 す る 。  

６  分 科 会 長 に 事 故 あ る と き 、 又 は 欠 け た と き は 、 副 分 科 会 長 が 分 科

会 長 の 職 務 を 行 う 。  

７  分 科 会 は 、 当 該 分 科 会 に 所 属 す る 委 員 の 定 数 の 半 数 以 上 の 出 席 が

な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ と が で き な い 。  

８  分 科 会 は 、 予 算 決 算 常 任 委 員 会 が 付 託 を 受 け た 議 案 の う ち 、 そ の

担 当 に 属 す る 部 分 を 分 担 し て 審 査 又 は 調 査 す る 。  

９  分 科 会 は 、 公 開 と す る 。 た だ し 、 分 科 会 の 決 定 に よ り 秘 密 会 と す

る こ と が で き る 。  

１ ０  分 科 会 の 開 催 日 が 対 応 す る 常 任 委 員 会 と 開 催 日 と 同 日 の 場 合 は 、

分 科 会 の 審 査 を 常 任 委 員 会 の 審 査 と 区 分 し て 行 う も の と す る 。  

１ １  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 分 科 会 の 運 営 に つ い て は 、 条 例 及



び 規 則 の 委 員 会 に 関 す る 規 定 の 例 に よ る 。  

（ 分 科 会 作 業 部 会 の 設 置 ）  

第 ３ 条  分 科 会 は 、 審 査 及 び 調 査 に つ い て 当 該 分 科 会 に 所 属 す る 委 員

間 で 協 議 又 は 調 整 を 行 う た め 、 作 業 部 会 を 設 け る も の と す る 。 作 業

部 会 の 運 営 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 議 会 委 員 協 議 会 運 営 要 綱 の 規

定 の 例 に よ る 。  

（ 運 営 会 議 の 設 置 等 ）  

第 ４ 条  委 員 会 の 円 滑 な 運 営 を 図 る た め 、 委 員 会 に 運 営 会 議 を 置 く 。  

２  運 営 会 議 は 、 委 員 会 及 び 分 科 会 の 運 営 に 関 す る 次 の 事 項 に つ い て

協 議 又 は 調 整 を 行 う 。  

 ⑴  議 案 審 査 又 は 調 査 の 日 程 等 に 関 す る 事 項  

 ⑵  総 括 質 疑 の 実 施 の 有 無 及 び 質 疑 者 の 順 序 に 関 す る 事 項  

 ⑶  付 託 議 案 の 取 扱 い 等 に 関 す る 事 項  

 ⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 及 び 分 科 会 の 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項  

３  運 営 会 議 の 構 成 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴  委 員 会 の 委 員 長 及 び 副 委 員 長  

⑵  議 会 運 営 委 員 会 の 委 員 長 及 び 副 委 員 長  

⑶  分 科 会 長 及 び 副 分 科 会 長  

⑷  前 ３ 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 会 派 の 代 表 者  

４  運 営 会 議 は 、 委 員 会 の 委 員 長 が 招 集 し 、 会 議 を 主 宰 す る 。  

５  運 営 会 議 は 、 構 成 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ と

が で き な い 。  

６  運 営 会 議 は 、 必 要 に 応 じ て 構 成 員 以 外 の 者 の 出 席 を 求 め 、 意 見 を

聞 く こ と が で き る 。  

 （ 審 査 及 び 調 査 ）  

第 ５ 条  付 託 議 案 の 審 査 の 方 法 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 と す る 。  

 ⑴  委 員 会 は 、 付 託 議 案 を 各 分 科 会 に 送 付 し 、 各 分 科 会 の 分 担 に よ

る 審 査 （ 以 下 「 分 科 会 審 査 」 と い う 。） を 行 う 。  

⑵  分 科 会 審 査 は 、 理 事 者 側 に 対 す る 質 疑 の 後 、 委 員 間 討 議 に よ る

意 見 集 約 を 行 う も の と し 、 討 論 及 び 採 決 は 行 わ な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 分 科 会 は 、 分 科 会 が 担 当 す る 議 案 の 継 続 審 査 又 は 議 案 の



修 正 を す る こ と が で き な い 。  

⑶  各 分 科 会 長 は 、 分 科 会 審 査 に お け る 質 疑 及 び 意 見 を ま と め 、 委

員 会 で 報 告 す る 。  

⑷  委 員 会 は 、 各 分 科 会 長 報 告 に 対 す る 質 疑 及 び 討 論 を 経 て 表 決 を

採 る も の と す る 。  

⑸  委 員 会 の 審 査 結 果 に つ い て は 、 委 員 長 が 本 会 議 に お い て 報 告 す

る も の と す る 。  

２  運 営 会 議 は 、 付 託 議 案 の 内 容 に 応 じ て 前 項 に 規 定 す る 審 査 の 方 法

の 変 更 又 は そ の 一 部 若 し く は 全 部 の 省 略 に つ い て 決 定 す る こ と が

で き る 。  

３  所 管 事 項 の 調 査 は 、 そ の 案 件 に 応 じ て 運 営 会 議 で 調 査 方 法 を 決 定

す る も の と す る 。  

 （ 関 連 議 案 等 の 範 囲 ）  

第 ６ 条  委 員 会 に 付 託 さ れ る 議 案 の 範 囲 は 、 次 に 掲 げ る 議 案 と す る 。  

 ⑴  予 算 又 は 決 算 議 案  

 ⑵  基 金 の 設 置 な ど 予 算 の 根 幹 に 関 わ る 議 案  

 ⑶  新 潟 県 柏 崎 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ １ 年 条 例 第 ３ ２ 号 ） に 係 る も

の の ほ か 歳 入 予 算 を 伴 う 議 案  

 ⑷  新 潟 県 柏 崎 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 １ ３

号 ） に 係 る も の の ほ か 歳 出 予 算 を 伴 う 議 案 （ 予 算 の 執 行 に 係 る も

の を 除 く 。）  

 ⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 議 長 が 議 会 運 営 委 員 会 に 諮 問 し 、

委 員 会 に 付 託 す る こ と が 適 当 と 認 め た も の  

 （ 総 括 質 疑 ）  

第 ７ 条  総 括 質 疑 は 、 議 案 付 託 後 に 開 催 す る 委 員 会 の 全 体 会 で 行 う も

の と す る 。  

２  総 括 質 疑 は 、 当 初 予 算 議 案 及 び 決 算 議 案 の 全 体 に 係 る 内 容 又 は 複

数 の 分 科 会 に 関 連 す る 内 容 に つ い て 行 う も の と す る 。  

３  総 括 質 疑 を し よ う と す る 委 員 は 、 委 員 長 が 定 め た 期 間 内 に 、 委 員

長 に そ の 要 旨 を 文 書 で 通 告 し な け れ ば な ら な い 。  

４  総 括 質 疑 の 通 告 書 に つ い て は 、 そ の 内 容 を 運 営 会 議 に お い て 整 理

し た 上 で 、 市 長 に 送 付 す る も の と す る 。  



（ 説 明 員 ）  

第 ８ 条  委 員 会 は 、 運 営 会 議 の 決 定 を 経 て 必 要 に 応 じ て 条 例 第 ２ １ 条

の 規 定 に よ り 説 明 員 の 出 席 を 求 め る も の と す る 。  

２  分 科 会 は 、 担 当 す る 説 明 員 の 出 席 を 求 め る も の と す る 。  

 （ 開 催 場 所 ）  

第 ９ 条  委 員 会 、 分 科 会 及 び 運 営 会 議 は 、 委 員 会 室 で 開 催 す る も の と

す る 。  

 （ 会 議 の 記 録 ）  

第 １ ０ 条  分 科 会 及 び 運 営 会 議 の 記 録 に つ い て は 、 条 例 第 ３ ０ 条 の 規

定 の 例 に よ る 。  

 （ 傍 聴 ）  

第 １ １ 条  分 科 会 及 び 運 営 会 議 の 傍 聴 に つ い て は 、 条 例 第 １ ９ 条 及 び

新 潟 県 柏 崎 市 議 会 委 員 会 傍 聴 規 則 （ 平 成 １ １ 年 議 会 規 則 第 ２ 号 ） の

規 定 の 例 に よ る 。  

 （ イ ン タ ー ネ ッ ト 中 継 ）  

第 １ ２ 条  委 員 会 及 び 分 科 会 は 、イ ン タ ー ネ ッ ト 中 継 を 行 う 。た だ し 、

規 則 第 １ ６ ４ 条 の ２ に 規 定 す る 委 員 協 議 会 及 び 分 科 会 作 業 部 会 並

び に 運 営 会 議 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 及 び 分 科 会 の 運 営 等

に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 運 営 会 議 に 諮 っ て 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


